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屋
寛
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提
出
沖
縄
の
基
地
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て
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一
か
ら
三
ま
で
、
五
及
び
六
に
つ
い
て

我
が
国
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
が
使
用
す
る
施
設
及
び
区
域
（
以
下
「
米
軍
施
設
」
と
い
う
。
）
は
、
日
本

国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
六
号
。
以
下
「
日
米
安
保
条
約

」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
日
米
安
全
保
障
体
制
を
支
え
る
基
盤
と
し
て
、
我
が
国
の
安
全
保
障
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
。

他
方
、
政
府
と
し
て
は
、
米
軍
施
設
の
設
置
又
は
運
用
に
よ
り
、
そ
の
周
辺
地
域
に
お
い
て
、
騒
音
等
の
障
害
、
土
地
利

用
上
の
制
約
等
の
負
担
を
か
け
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
特
に
、
沖
縄
県
内
に
米
軍
施
設
が
集
中
し
て
い
る
現
状
は
、

沖
縄
県
民
に
と
っ
て
、
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
お
り
、
菅
内
閣
総
理
大
臣
も
、
御
指
摘
の
所
信
表
明
演
説

及
び
平
成
二
十
二
年
沖
縄
全
戦
没
者
追
悼
式
の
あ
い
さ
つ
に
お
い
て
、
率
直
な
気
持
ち
を
含
め
、
そ
の
旨
を
表
明
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
沖
縄
県
議
会
の
意
見
書
に
あ
る
と
お
り
、
こ
の
よ
う
な
負
担
が
必
ず
し
も
沖
縄
県
民
の
理
解
を
得
ら
れ

一



て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
普
天
間
飛
行
場
の
移
設
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日
の
日
米

安
全
保
障
協
議
委
員
会
の
共
同
発
表
を
踏
ま
え
つ
つ
取
り
組
む
と
同
時
に
、
「
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日
に
日
米
安
全

保
障
協
議
委
員
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
当
面
の
政
府
の
取
組
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八

日
閣
議
決
定
）
で
も
強
調
さ
れ
た
よ
う
に
、
沖
縄
の
負
担
軽
減
に
尽
力
す
る
覚
悟
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
い
て
は
、
冷
戦
終
結
後
も
依
然
と
し
て
不
安
定
で
不
確
実
な
状
況
が
存
在
し
て
い
る
。
我
が
国

は
、
自
ら
の
防
衛
力
の
み
で
は
、
自
国
の
安
全
が
脅
か
さ
れ
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
事
態
に
は
対
処
で
き
な
い
以
上
、
日
米
安

保
条
約
を
引
き
続
き
堅
持
し
、
そ
の
抑
止
力
の
下
で
我
が
国
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

沖
縄
に
お
い
て
は
、
自
衛
隊
が
我
が
国
を
防
衛
す
る
任
務
に
当
た
る
と
と
も
に
、
日
米
安
保
条
約
第
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
が
駐
留
し
、
そ
の
抑
止
力
を
通
じ
て
我
が
国
の
安
全
に
寄
与
し
、
並
び
に
極
東
に
お
け
る
国
際
の

平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
寄
与
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。
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